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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
　

第15期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第14期

会計期間
　

自平成21年
３月１日
至平成21年
５月31日

自平成20年
３月１日
至平成21年
２月28日

売上高 （千円） 1,360,3495,634,816

経常利益又は経常損失（△） （千円） △132,178 105,520

当期純利益又は四半期純損失（△） （千円） △91,810 20,890

純資産額 （千円） 567,339 630,470

総資産額 （千円） 3,342,5602,232,214

１株当たり純資産額（円） （千円） 14,649.7116,279.88

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△） （円）　 △2,370.70 539.57

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円）　 － 526.26

自己資本比率 （％）　 17.0 28.2

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円）　 150,300 222,952

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円）　 △738,811△343,017

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円）　 818,905 451

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 （千円）　 515,322 281,138

従業員数 （人）　 312 272

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、四半期純損失が計上されているため、記

載しておりません。　
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２【事業の内容】

(1）事業の内容

　当社グループは、当社及び連結子会社２社、非連結子会社１社で構成されており、当第１四半期連結会計期間末現

在、東海エリアに15店舗、関東エリアに22店舗、関西エリアに１店舗、オーストラリアに１店舗、ハワイに１店舗、計

40店舗のレストラン店舗を運営しております。

　当社グループは、「店づくりは街づくり」という基本理念のもと、飲食を通して街の活性化、新しい文化の醸成に

貢献するべく、「公共施設開発事業」及び「商業店舗開発事業」を戦略事業として推し進めております。

　また、創業以来強みとしているデザイン能力を活かし、グラフィックデザインの企画・製作や公共施設などへのコ

ンサルティングを行う、「プランニング＆コンサルティング事業」も引き続き行ってまいります。

　なお、実際の事業運営に関しては、レストランの運営を行うフードサービス、レストランでの結婚式・披露宴の企

画・運営を行うブライダル、全店舗のデザイン業務を担当するデザインの機能別区分によって横断的に行っており

ます。

　当第１四半期連結会計期間における各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次の通り

であります。　

①　「公共施設開発事業」

　「横浜マリンタワー再生プロジェクト」においては、飲食業として「THE TOWER　RESTAURANT YOKOHAMA」「THE

BUND WINE AND DINE」「mizumachi bar」の３店舗に加え、展望台及びウェディングやイベントなどに利用でき

る多目的ホールの運営を始めました。

　これに伴い当第１四半期連結会計期間末現在、公共施設開発事業にて14店舗のレストラン店舗を運営しており

ます。

②　「商業店舗開発事業」

　海外子会社ZETTON,INC.において「ALOHA TABLE」本店となる「ALOHA TABLE Waikiki」を、国内においては、

「ALOHA TABLE　KAU KAU KORNER」「ALOHA TABLE Daikanyama Forest」「ALOHA TABLE Hawaiian Bar」の３店舗

を新規出店しております。　

　これに伴い当第１四半期連結会計期間末現在、商業店舗開発事業にて26店舗のレストラン店舗を運営しており

ます。

③　「プランニング＆コンサルティング事業」

　主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。
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当社グループ（株式会社ゼットン及び連結子会社）  
     　 　     　    
   機能別区分  
     　 　     　    
     　 　     　    
    フードサービス  ブライダル  デザイン  
     　 　     　     

事
業
戦
略
別

 

公共施設開発事業

  　 　     　    
   　 THE ORCHID ROOM conservatory & terrace　     
   　 　     　    
   　 ガーデンレストラン徳川園     
   　 　     　    
   　 THE TOWER　RESTAURANT NAGOYA    
   　 　     　    
   　 GARLANDS     
   　 　     　    
   　 forty three     
   　 　     　    

　 　 　　 　 横浜マリンタワー 　 　 　 　

   　 　 THE TOWER　RESTAURANT　YOKOHAMA 　    
   　 　     　    

   　 　
THE BUND
WINE AND DINE

   　    

   　 　     　    

   　 　 mizumachi bar   　    

　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　
   　 　     　    
   　 　三井記念美術館MUSEUM CAFE   　    
   　 　     　    
   　 ZETTON　CAFE＆EATS   　    
   　 　     　    
   　 金山ソウル    　    
   　 　     　    

   　
"Aloha Table″Muu Muu 

COFFEE & COCKTAILS
   　    

   　 　     　    
   　 福徳茶屋    　    
   　 　     　    

   　
　zetton Ocean Room 
PTY.LTD.　（連結子会社）

   　    

   　 　     　    

    　 　     　    
 

商業店舗開発事業

  　 　     　    
   　 zetton　ODEON

チカニシキ
　など　25店舗　

   　    
   　    　    
   　    　    
   　 　     　    

   　
ZETTON,INC.
（連結子会社）

   　    

   　 　     　    

    　 　     　    
 プランニング＆

コンサルティング事業
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３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年５月31日現在

従業員数（人） 312 (600)

　（注）１．従業員数欄の（　）外書きは、当第１四半期連結会計期間の臨時従業員の平均雇用人員であります。

　　　　２．従業員の数が前連結会計年度末から40名増加しておりますが、これは主に新規出店のために社員を新規採用した

ためであります。　

 

(2）提出会社の状況

 平成21年５月31日現在

従業員数（人） 305 (551)

　（注）１．従業員数欄の（　）外書きは、当第１四半期会計期間の臨時従業員の平均雇用人員であります。

　　　　２．従業員の数が前事業年度末から39名増加しておりますが、これは主に新規出店のために社員を新規採用したため

であります。　
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

（1）仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

公共施設開発事業 233,683 －

商業店舗開発事業 183,003 －

プランニング＆コンサルティング事業 332 －

合計 417,020 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．仕入実績の金額には、売上原価の金額を記載しております。

　

（2）受注実績

　当社グループの主たる業務は飲食店舗の運営事業であり、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまな

いため、記載を省略しております。

　

（3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

公共施設開発事業 689,817 －

商業店舗開発事業 666,349 －

プランニング＆コンサルティング事業 4,181 －

合計 1,360,349 －

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約は以下の通りです。

　

賃貸借契約の締結

当社は、横浜開港150周年における横浜マリンタワー再生事業において、平成21年３月31日付で、横浜市と「マリン

タワー定期建物賃貸借契約」を締結しました。

契約の概要は以下のとおりであります。

　(１) 貸付人

横浜市

　(２）借受人

リスト株式会社

株式会社ゼットン

　(３）連帯保証人

北見尚之

稲本健一

　(４) 賃貸物件

横浜マリンタワー　横浜市中区山下町14番地１、14番地４　

　(５) 賃貸期間

平成21年４月１日から平成31年３月31日まで　

　

 

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題を背景とした金融市場

や、株価や為替相場の変動等によって、先行き不透明感が拭えず、輸出産業を中心とした企業収益の悪化、雇用情

勢の厳しさ等も見られました。

　外食業界におきましても、個人消費の低下等により、依然として厳しい状況が続いております。

　このような市場環境の下、当社グループは、当第１四半期会計期間において、公共施設開発事業では、当事業過去

最大となる「横浜マリンタワー再生プロジェクト」に注力し、商業店舗開発事業においては、ハワイアンブラン

ドの「ALOHA TABLE」の新規出店に注力してまいりました。

　公共施設開発事業における「横浜マリンタワー再生プロジェクト」においては、飲食事業として３店舗を出店、

また、展望台及びウェディングやイベントなどに利用できる多目的ホールの運営を始めました。

　商業店舗開発事業においては、「ALOHA TABLE」ブランドの本店をハワイ・オアフ島のホノルルに出店したこと

をはじめ、国内にも新たに３店舗を出店しました。

　以上のとおり、当第１四半期連結会計期間においては、横浜マリンタワーの出店による営業損失が111百万円、国

内及び海外に新規出店した「ALOHA TABLE」ブランドの店舗による営業損失が25百万円と出店に係る費用が大き

く発生しておりますが、今後、これら店舗の業績が通期の業績に寄与する見込みです。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は1,360百万円、営業損失は135百万円、経常損失は132百万

円、四半期純損失は91百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

 ①　公共施設開発事業

　既存店におきましては、法人利用の落ち込み等を中心に、大型店舗が厳しい状況にございました。

　なお、横浜マリンタワーについては、当第１四半期会計期間末日直前となる平成21年５月23日にオープンし

たことにより、売上の業績への寄与は軽微であります。

　この結果、当事業における売上高は689百万円、営業損失は５百万円となりました。
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 ②　商業店舗開発事業

　「ALOHA TABLE」ブランドの出店について、ハワイ・オアフ島のホノルルに「ALOHA TABLE」の本店して

「ALOHA TABLE Waikiki」を平成21年４月に新規出店したことをはじめ、３月に東京都渋谷区に「ALOHA

TABLE　Daikanyama　Forest」を、豊島区の池袋駅「ECHIKA 池袋」に「ALOHA TABLE KAU KAU KORNER」を、５

月に港区赤坂「赤坂榎坂森ビル」に「ALOHA TABLE Hawaiian Bar」を新規出店いたしました。

　既存店におきましては、高価格帯の店舗において厳しい状況にございました。なお、前年同期と比べ２店舗

閉店しております。　

　この結果、当事業における売上高は666百万円、営業利益は19百万円となりました。　 

　

 ③　プランニング＆コンサルティング

　グラフィックデザインの制作、コンサルティング等により、当事業における売上高は４百万円、営業損失は

17百万円となりました。

 

 

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、515百万円となり、前連

結会計年度末の281百万円に比べ234百万円増加しております。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は150百万円となりました。これは主に減価償却費50百万円、その他流動負債の増

加243百万円、仕入債務の増減額80百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純損失132百万円、法人税等の支

払額45百万円による減少があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は738百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出718百万円、

保証金の支払による支出22百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金818百万円となりました。これは短期借入金の純増額△35百万円、長期借入れによ

る収入930百万円、長期借入金の返済による支出74百万円によるものであります
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

  

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了したも

のは次のとおりであります。

　また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

事業所名（所在地）
事業の種類別
セグメントの名称

　

設備の
内容

賃借面積

（面積：㎡）

　

帳簿価格（千円）

 完了　  客席数建物及び
構築物　　

器具備品等 合計

ALOHA TABLE KAU KAU KORNER

（東京都豊島区） 

商業店舗開発

事業
店舗設備　 　　108.26 30,310 973 31,283　

平成21年３月

　
54

ALOHA TABLE Daikanyama

Forest

（東京都渋谷区） 

商業店舗開発

事業
店舗設備　 105.00　　 14,700 2,126　 　16,826平成21年３月 150

ALOHA TABLE Hawaiian Bar

(東京都港区)

商業店舗開発

事業
店舗設備 60.45　 25,700　 　2,849　28,549　 平成21年５月 68

横浜マリンタワー

(神奈川県横浜市中区)

公共施設開発

事業
店舗設備 　4,389.07567,621　 　32,531　600,152平成21年５月 252

 

 

EDINET提出書類

株式会社ゼットン(E03486)

四半期報告書

 9/26



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①株式の総数

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 153,900

計 153,900

②発行済株式

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年７月15日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 38,727 38,727
名古屋証券取引所

（セントレックス）

当社は単元株

制度は採用し

ておりません

計 38,727 38,727 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成16年２月11日臨時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 25

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 450（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,778（注）３

新株予約権の行使期間
平成18年２月27日から

平成26年２月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

株式発行価格　　2,778

資本組入額　　　1,389

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．平成17年１月６日開催の取締役会決議により平成17年１月31日付で普通株式１株を６株の割合で、平成18年

５月30日開催の取締役会決議により平成18年７月１日付で普通株式１株を３株の割合で分割しております。

これにより、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、及び新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

２．当社が株式分割または株式の併合をおこなう場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

します。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式

の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式の併合をおこなう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げます。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価格＝調整前発行価格×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

また、当社が他社との吸収合併または新設合併をおこなう場合、取締役会の決議に基づき、必要と認める発行

価格の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

②　新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

③　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当

契約」に定めるところによる。

④　新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
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②　平成16年２月11日臨時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 25

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 450（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,778（注）３

新株予約権の行使期間
平成16年２月27日から

平成26年２月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

株式発行価格　　2,778

資本組入額　　　1,389

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．平成17年１月６日開催の取締役会決議により平成17年１月31日付で普通株式１株を６株の割合で、平成18年

５月30日開催の取締役会決議により平成18年７月１日付で普通株式１株を３株の割合で分割しております。

これにより、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、及び新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

２．当社が株式分割または株式の併合をおこなう場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

します。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式

の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式の併合をおこなう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げます。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価格＝調整前発行価格×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

また、当社が他社との吸収合併または新設合併をおこなう場合、取締役会の決議に基づき、必要と認める発行

価格の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

②　新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

③　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当

契約」に定めるところによる。

④　新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
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③　平成17年11月30日臨時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  475

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,425(注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 33,334（注）３

新株予約権の行使期間
平成19年12月１日から

平成22年11月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

株式発行価格　　33,334

資本組入額　　　16,667

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．平成18年５月30日開催の取締役会決議により平成18年７月１日付で普通株式１株を３株の割合で分割してお

ります。これにより、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、及

び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

２．当社が株式分割または株式の併合をおこなう場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

します。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式

の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式の併合をおこなう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げます。

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価格＝調整前発行価格×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

また、当社が他社との吸収合併または新設合併をおこなう場合、取締役会の決議に基づき、必要と認める発行

価格の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

②　新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

③　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当

契約」に定めるところによる。

④　新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

EDINET提出書類

株式会社ゼットン(E03486)

四半期報告書

13/26



（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

   

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年３月１日～ 

平成21年５月31日 
－ 38,727 － 330,890 － 253,093

　

（５）【大株主の状況】

     　  大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

（６）【議決権の状況】

①発行済株式

平成21年５月31日現在　

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　38,727 38,727 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 38,727 ― ―

総株主の議決権 ― 38,727 ―

　  

②自己株式等

平成21年５月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％）

― 　　― ― ― ― ―　

計 　　― ― ― ― ―　

　 

 

２【株価の推移】

当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

月別
平成21年
３月

４月 ５月

最高（円） 29,30030,00030,200

最低（円） 24,50027,50029,100

　（注）　最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平

成21年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人コスモスによる四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 515,322 281,138

売掛金 118,299 101,287

商品 1,091 221

原材料 41,565 38,090

貯蔵品 21,824 23,188

前払費用 41,353 33,090

繰延税金資産 48,681 9,049

その他 54,472 11,224

貸倒引当金 △2,768 △85

流動資産合計 839,843 497,205

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,767,912 1,138,459

工具、器具及び備品（純額） 198,467 153,330

リース資産（純額） 80,815 －

建設仮勘定 22,911 31,637

その他（純額） 613 675

有形固定資産合計 2,070,720 1,324,103

無形固定資産 48,350 48,382

投資その他の資産

差入保証金 304,087 285,065

繰延税金資産 45,171 42,621

その他 34,386 34,835

投資その他の資産合計 383,645 362,522

固定資産合計 2,502,716 1,735,009

資産合計 3,342,560 2,232,214
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 338,950 257,054

短期借入金 50,000 85,000

1年内返済予定の長期借入金 362,751 240,380

リース債務 16,522 －

未払金 296,181 93,840

未払費用 189,249 155,131

未払法人税等 2,898 45,019

その他 83,064 91,127

流動負債合計 1,339,616 967,554

固定負債

長期借入金 1,364,955 631,882

リース債務 68,426 －

その他 2,222 2,307

固定負債合計 1,435,604 634,189

負債合計 2,775,220 1,601,744

純資産の部

株主資本

資本金 330,890 330,890

資本剰余金 253,093 253,093

利益剰余金 37,949 130,352

株主資本合計 621,933 714,336

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △54,593 △83,865

評価・換算差額等合計 △54,593 △83,865

純資産合計 567,339 630,470

負債純資産合計 3,342,560 2,232,214
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

売上高 1,360,349

売上原価 417,020

売上総利益 943,328

販売費及び一般管理費 ※1
 1,079,070

営業損失（△） △135,741

営業外収益

受取利息 144

協賛金収入 11,379

その他 699

営業外収益合計 12,223

営業外費用

支払利息 7,227

その他 1,433

営業外費用合計 8,660

経常損失（△） △132,178

特別損失

固定資産除却損 226

特別損失合計 226

税金等調整前四半期純損失（△） △132,404

法人税、住民税及び事業税 1,587

法人税等調整額 △42,181

法人税等合計 △40,594

四半期純損失（△） △91,810

EDINET提出書類

株式会社ゼットン(E03486)

四半期報告書

18/26



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △132,404

減価償却費 50,024

のれん償却額 905

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,683

受取利息及び受取配当金 △144

支払利息 7,227

固定資産除却損 226

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,601

売上債権の増減額（△は増加） △13,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,179

仕入債務の増減額（△は減少） 80,179

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,180

その他の流動負債の増減額（△は減少） 243,564

その他の固定負債の増減額（△は減少） △84

その他 △7,114

小計 202,880

利息及び配当金の受取額 140

利息の支払額 △7,208

法人税等の支払額 △45,512

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △718,084

出資金の払込による支出 △1,000

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入 461

差入保証金の差入による支出 △22,330

差入保証金の回収による収入 2,927

その他 △284

投資活動によるキャッシュ・フロー △738,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △35,000

長期借入れによる収入 930,000

長期借入金の返済による支出 △74,556

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,538

財務活動によるキャッシュ・フロー 818,905

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 234,184

現金及び現金同等物の期首残高 281,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 515,322
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１．会計処理基準に関する事項の

変更

（１）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用　

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業
会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、たな卸資産は
主として最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）により算定しております。
これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は
ありません。

（２）リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基
準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、
平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会
計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を平成20年４月１日以後開始する
連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用する事ができる事になった
事に伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常
の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を
耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続
き採用しております。
これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は
軽微であります。

（３）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会
計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を
適用しております。
これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は
ありません。
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【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１．固定資産の減価償却費の算

定方法

定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分する方法により算定しております。

２．繰延税金資産及び繰延税金

負債の算定方法　

繰延税金資産の回収可能性判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度に

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によって

おります。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１. 固定資産の減価償却累計額

　　有形固定資産の減価償却累計額　　　657,598千円

　　　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当 259,918千円　

貸倒引当金繰入額 　2,768 　

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金  515,322千円

現金及び現金同等物  515,322千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　

平成21年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

 普通株式 　　 38,727株  

　　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

 

公共施設
開発事業
 
 

（千円）

商業店舗
開発事業
 
 

（千円）

プランニン
グ＆コンサ
ルティング
事業
（千円）

計
 
 
 

（千円）

消去又は
全社
 
 

（千円）

連結
 
 
 

（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　

（1）外部顧客に対する売上高 689,817666,349 4,1811,360,349 － 1,360,349

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 689,817666,349 4,1811,360,349 － 1,360,349

営業利益（又は営業損失(△)） △5,511 19,961△17,815△3,365△132,375△135,741

　（注）１.事業区分の方法

 事業区分は、戦略事業別の区分によっております。

 ２.各事業区分の主な内容

事業区分 事業内容

公共施設開発事業  公共施設における店舗開発・再開発

商業店舗開発事業  商業店舗における店舗開発・再開発

プランニング＆コンサルティング事業  グラフックデザインの製作や他の飲食施設へのコンサルティング

【所在地別セグメント情報】

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。

 

【海外売上高】

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

 前連結会計年度末に比べて著しい変動はありません。

  

（ストック・オプション等関係）

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年５月31日）

前連結会計年度末
（平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 14,649.71円 １株当たり純資産額 16,279.88円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △2,370.70円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりませ

ん。

　　　　２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（千円） △91,810

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） △91,810

期中平均株式数（株） 38,727

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

　当社は、平成21年６月30日開催の取締役会において、横浜マリンタワーにおける事業を、リスト株式会社と協力して推進

するため、以下の通り共同事業契約等を締結することを決議しました。

　①　内容

本事業の売上及び利益を事業費率に応じて享受し、負担する。　

　②　事業費率

　　　当社　　　　　　：　82 ％

　　　リスト株式会社　：　18 ％　

　③　資産譲渡

投資費用を事業費率に合わせるため、両社負担済みの投資費用を勘案し、当社資産の一部をリスト株式会社に譲渡

する予定です。 
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（リース取引関係）

　リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしておりますが、当第１四半期連結会計期間末における

リース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため記載しておりません。

 

 

２【その他】

  該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年7月13日

株式会社ゼットン

取締役会　御中

監査法人コスモス

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 新開　智之　　　印

 業務執行社員  公認会計士 山下　謙一郎　　印
　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゼットンの

平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年

５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゼットン及び連結子会社の平成21年５月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報　

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年６月30日に開催の取締役会において、共同事業契約等を締結す

るこを決議した。　

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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